
① ご利用区間の停留所を路線図でご確認下さい。

② 路線図の停留所記号は、次のとおりになっています。

◎ 区界停留所・・・運賃表に停留所名があります。区界停留所毎に運賃を設定しています。

● 指定停留所・・・太線で結ばれた区界停留所までの運賃が適用になります。

○ 普通停留所・・・前後の区界停留所までの運賃が適用になります。

<< 例 >>

路線図

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

運賃表

区界停留所 指定停留所 Ｇ

Ｃ Ｂ Ｅ 160

Ｅ Ｆ Ｃ 160 180

Ａ 160 190 220

区界停留所Ａからの運賃

　Ｂまで160円・・・ＢはＣと結ばれた指定停留所なのでＣまでの運賃が適用になります。

　Ｃまで160円・・・運賃表のとおりです。

　Ｄまで190円・・・Ｄは普通停留所なので次の区界停留所Ｅまでの運賃が適用になります。

　Ｅまで190円・・・運賃表のとおりです。

　Ｆまで190円・・・ＦはＥと結ばれた指定停留所なので、Ｅまでの運賃が適用になります。

　Ｇまで220円・・・運賃表のとおりです。

指定停留所Ｂからの運賃　＜Ｂからの運賃は、区界停留所Ｃからの運賃が適用になります。＞

　Ａまで160円・・・ＣからＡまでの運賃が適用になります。

　Ｃまで160円・・・初乗り運賃160円が適用になります。

　Ｄまで160円・・・Ｃから次の区界停留所Ｅまでの運賃が適用になります。

　Ｅまで160円・・・ＣからＥまでの運賃が適用になります。

　Ｆまで160円・・・ＦはＥと結ばれた指定停留所なので、ＣからＥまでの運賃が適用になります。

　Ｇまで180円・・・ＣからＧまでの運賃が適用になります。

普通停留所Ｄからの運賃　＜Ｄからの運賃は、前後の区界停留所からの運賃が適用になります。＞

　Ａまで190円・・・ＥからＡまでの運賃が適用になります。

　Ｂまで160円・・・ＢはＣと結ばれた指定停留所なのでＥからＣまでの運賃が適用になります。

　Ｃまで160円・・・ＥからＣまでの運賃が適用になります。

　Ｅまで160円・・・ＣからＥまでの運賃が適用になります。

　Ｆまで160円・・・ＦはＥと結ばれた指定停留所なので、ＣからＥまでの運賃が適用になります。

　Ｇまで180円・・・ＣからＧまでの運賃が適用になります。

普通旅客運賃表のみかた


